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富山県告示第336号 

   港湾施設の概要についての一部改正について 

 港湾施設の概要について（昭和50年富山県告示第 727号）の一部を次のように改 

正する。 

  令和５年９月４日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 第１の８の表中 
 
｢ 
〃 堀岡緑地 〃   堀岡 

 
8,433 〃108 
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｢ 
〃 堀岡緑地 〃   堀岡 

 
8,433 〃108 

 
 
〃 西埋立緑地 〃   海王町 

 
29,120 〃114 

｣ 

に改める。 
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令和５年度富山県ふぐ処理師試験の実施 
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 富山県ふぐの取扱いに関する条例（平成22年富山県条例第18号）第12条の規定に 

より、令和５年度富山県ふぐ処理師試験を次のとおり実施するので公示する。 

  令和５年９月４日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 試験日時及び場所 

 ⑴ 日時 令和５年11月11日（土）、11月12日（日） 

 ⑵ 場所 富山市神通町二丁目12番20号  

      富山県立雄峰高等学校 教室及び調理室  

２ 受験手続 

 ⑴ 受験願書の配布期間及び配布場所 

   令和５年10月10日（火）まで、富山県厚生部生活衛生課、富山県内の厚生セ 

  ンター及び厚生センター支所で配布する。（日曜日、土曜日及び祝日を除く。） 

  また、富山県のホームページに掲載する。 

 ⑵ 提出書類等 

  ア ふぐ処理師試験受験願書（富山県ふぐの取扱いに関する条例施行規則で定 

   める様式） 

  イ 写真票 (出願前６月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長 

   さ 4.5センチメートル、横の長さ 3.5センチメートルの写真で、その裏面に 

   氏名及び撮影年月日を記載し、受験案内で定める様式に貼付したもの。) 

 ⑶ 受験手数料 

   14,000円（当該手数料相当額の富山県収入証紙を受験願書に貼ること。） 

 ⑷ 受験願書受付期間 

   令和５年９月26日（火）から10月10日（火）までの午前８時30分から午後５ 

  時まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。） 

 ⑸ 受験願書提出先 

   住所地が県内（富山市を除く。）の受験希望者は住所地を管轄する各厚生セ 

  ンター又は各厚生センター支所へ、住所地が富山市又は県外の受験希望者は富 

  山県厚生部生活衛生課へ提出すること。 

 ⑹ 受験願書の提出方法 
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   前号に掲げる提出先への持参によるものとする。（提出期間の午前８時30分 

  から午後５時まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。））ただし、住所地が県 

  外の受験者は、郵送（簡易書留）によることも可能とする。 

   なお、郵送の場合は、令和５年10月10日（火）までの消印のあるものに限る。 

３ 問合せ先 

  県内の最寄りの厚生センター、厚生センター支所又は富山県厚生部生活衛生課 

 （電話076-444-3230）に問い合わせること。 

 

 

公共測量の終了 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規 

定により、国土交通省北陸地方整備局北陸技術事務所長から次のとおり公共測量を 

終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

  令和５年９月４日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  公共測量（車載写真レーザ測量） 

２ 作業期間 

  令和４年７月29日から令和５年２月24日まで 

３ 作業地域 

  北陸地方整備局 管内（富山河川国道事務所 管内） 
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